
」
を

「

会
計
参
与

監
査
役

（
監
事
）
等

」
に
改
め
、
同
表
備

考
２
中
「株

式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
一

条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
委
員
会
等
設
置
会
社

」
を
「会

社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
十

二
号
に
規
定
す
る
委
員
会
設
置
会
社

」
に
改
め
る
。

役事
）
等

平成˜Ÿ年›月™Ÿ日 金曜日 (号外第˜—š号)官 報

（
国
際
観
光
ホ
テ
ル
整
備
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
条

国
際
観
光
ホ
テ
ル
整
備
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
運
輸
省
令
第
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
営
業
の
全
部
」
を
「
営
業
若
し
く
は
事
業
の
全
部
」
に
、「
営
業
の
一
部
」
を
「
営
業
若
し

く
は
事
業
の
一
部
」
に
改
め
、「
営
業
一
部
譲
渡
届
出
書
」
の
下
に
「
若
し
く
は
事
業
一
部
譲
渡
届
出
書
」
を
、「
営
業

一
部
賃
貸
届
出
書
」
の
下
に
「
若
し
く
は
事
業
一
部
賃
貸
届
出
書
」
を
、「
営
業
一
部
分
割
承
継
届
出
書
」の
下
に「
若

し
く
は
事
業
一
部
分
割
承
継
届
出
書
」
を
加
え
る
。

（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
一
条

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
建
設
省
令
第

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
総
会
の
議
事
録
）

第
四
十
条
の
二

法
第
八
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
総
会
の
議
事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

２

総
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

総
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
理
事
、
監
事
又
は
組
合
員
が
総
会
に
出
席
を

し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。）

二

総
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三

総
会
の
議
長
及
び
総
会
に
出
席
し
た
理
事
又
は
監
事
の
氏
名
又
は
名
称

四

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
理
事
の
氏
名
又
は
名
称

第
四
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
創
立
総
会
の
議
事
録
）

第
四
十
一
条
の
二

法
第
九
十
二
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
創
立
総
会
の
議

事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

創
立
総
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

創
立
総
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所

二

創
立
総
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三

創
立
総
会
の
議
長
及
び
創
立
総
会
に
出
席
し
た
発
起
人
の
氏
名
又
は
名
称

四

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
っ
た
発
起
人
の
氏
名
又
は
名
称

第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
中
「
又
は
社
員
名
簿
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
分

割
」
を
「
会
社
分
割
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
社
員
名
簿
」
を
削
る
。

第
百
十
九
条
第
八
号
中
「
又
は
社
員
名
簿
」
及
び
「
又
は
社
員
総
会
」
を
削
り
、「
営
業
報
告
書
」
を
「
事
業
報
告

書
」
に
改
め
る
。

（
中
部
国
際
空
港
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
二
条

中
部
国
際
空
港
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
七
号
イ
中
「
株
式
」
を
「
募
集
株
式
」
に
改
め
、同
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ

募
集
株
式
の
払
込
金
額
（
募
集
株
式
一
株
と
引
換
え
に
払
い
込
む
金
銭
の
額
を
い
う
。）又
は
そ
の
算
定
方

法
ハ

募
集
株
式
と
引
換
え
に
す
る
金
銭
の
払
込
み
の
期
日
又
は
そ
の
期
間

ニ

増
加
す
る
資
本
金
及
び
資
本
準
備
金
に
関
す
る
事
項

ホ

政
府
に
募
集
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
権
利
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
募
集
株
式

の
引
受
け
の
申
込
み
の
期
日

ヘ

払
込
み
の
取
扱
い
の
場
所

第
三
条
の
見
出
し
中
「
新
株
発
行
」
を
「
新
株
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集
」
に
改
め
、
同
条
中
「
の
発
行
の
」
を

「
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集
の
」
に
、「
の
発
行
に
」
を
「
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

「
新
株
」
を
「
募
集
株
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

募
集
株
式
の
払
込
金
額
（
募
集
株
式
一
株
と
引
換
え
に
払
い
込
む
金
銭
又
は
給
付
す
る
金
銭
以
外
の
財
産
の

額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
そ
の
算
定
方
法

三

金
銭
以
外
の
財
産
を
出
資
の
目
的
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
財
産
の
内
容
及
び
価
額

四

募
集
株
式
と
引
換
え
に
す
る
金
銭
の
払
込
み
又
は
前
号
の
財
産
の
給
付
の
期
日
又
は
そ
の
期
間

五

増
加
す
る
資
本
金
及
び
資
本
準
備
金
に
関
す
る
事
項

六

株
主
に
募
集
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
権
利
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
募
集
株
式
の

引
受
け
の
申
込
み
の
期
日

七

特
に
有
利
な
募
集
株
式
の
払
込
金
額
に
よ
り
新
株
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ

の
理
由

八

新
株
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集
の
方
法

九

金
銭
の
払
込
み
を
す
べ
き
と
き
は
、
払
込
み
の
取
扱
い
の
場
所

十

新
株
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集
に
よ
り
取
得
す
る
金
額
の
使
途

十
一

新
株
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集
の
理
由

第
十
五
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
一
号
の
三
、
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
」
に
改
め
、

同
項
第
五
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項

第
二
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
三
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
二
中
「
あ
っ
て
は
、」
の

下
に
「
分
割
に
よ
り
」
を
、「
法
人
」
の
下
に
「
又
は
分
割
に
よ
り
設
立
す
る
法
人
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
号

と
し
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
合
併
契
約
書
」
を
「
合
併
契
約
」
に
、「
分
割
契
約
書
」
を
「
吸
収
分
割
契
約
」に
、

「
分
割
計
画
書
）
の
写
し
」
を
「
新
設
分
割
計
画
）
に
お
い
て
定
め
た
事
項
を
記
載
し
た
書
類
」
に
改
め
、
同
項
第

四
号
中
「
合
併
契
約
書
」
を
「
合
併
契
約
」
に
、「
分
割
契
約
書
」
を
「
吸
収
分
割
契
約
の
締
結
」に
、「
分
割
計
画
書
）

の
作
成
」
を
「
新
設
分
割
計
画
の
作
成
）」に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
承
継
す
る
法
人
」
の
下
に
「
若
し
く
は
分
割

に
よ
り
設
立
す
る
法
人
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。
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